
吉野町企業立地の促進に関する条例 

（目的） 

第１条  この条例は、企業の立地を促進することにより産業の振興及び雇用機

会の拡大を図るため、町内において事業所を新設、増設、改修又は移転をし

ようとする事業者に対し必要な助成措置を講じ、もって本町の経済の活性化

と町民生活の向上に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1)事業者  会社法（平成17年法律第86号）第２条第１号に規定する会社及びそ

の他これに類するもののうち法人格を有するもので町長が必要と認めるもの

をいう。 

(2)事業所  事業の用に供するために直接必要な施設をいう。 

(3)新設  建物の新築又は購入を伴い、町内に事業所を有しない事業者が町内 

に新たに事業所を設置する場合をいう。 

(4)増設  町内に事業所を有する事業者が、事業の拡大のため町内に事業所を 

新築し、購入し、又は増築する場合をいう。 

(5)改修  町内に事業所を有する事業者が、当該事業所が老朽化したこと、当 

該事業所を拡張すること等に伴い、当該事業所の建物の全部を除却し、かつ、 

新たに同じ業種の事業所を新築し、又は改築する場合をいう。 

(6)移転  町内に事業所を有する事業者が、当該事業所の所在地を町内の当該 

事業所が所在する場所以外の場所に移すため、建物を新築し、又は購入し、 

かつ、その所在地を移した後、従前の建物を当該事業の用に供していないこ 

とをいう。 

(7)固定資産税  吉野町税条例（昭和41年12月吉野町条例第18号。以下「税条例」

という。）に基づき町が事業者に対して課する固定資産税をいう。 

(8)法人町民税  税条例に基づき本町が町内に事業所を有する法人に対して課 



す町民税のうち、法人税割によって課す税をいう。 

（助成措置を受けることができる事業者） 

第３条  この条例により助成措置を受けることができる事業者は、規則に定め

る区分に応じ、それぞれに掲げる要件をすべて満たす事業者とする。ただし、

税条例第３条各号に掲げる町税を滞納している場合又は新設等を行う事業所

が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122

号）第２条第１項各号に掲げる風俗営業及び公序良俗に反する営業を行うた

めの建物である場合若しくは周辺環境に著しく害を及ぼすおそれのある事業

の用に供する建物である場合は、助成措置を受けることができない。 

２  助成措置を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、あらか

じめ町長に申請しなければならない。 

３  町長は、前項の申請があった場合においては、これを審査し、及び必要な

調査を行い、適当と認めるときには、当該事業者を助成措置を受けることが

できる事業者（以下「指定事業者」という。）として指定することができる。 

４  町長は、前項の指定（以下「指定」という。）を行うときには、指定事業

者に対し必要な条件を付すことができる。 

（環境施設等の整備） 

第４条  指定事業者は、当該事業所及びその周辺の環境に十分配慮し、公害防

止施設等の整備に努めなければならない。 

（助成措置） 

第５条  町長は、第１条の目的を達成するため、予算の範囲内において、指定

事業者に助成金を交付することができる。 

２ 前項の助成金の額は、別表第１の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右

欄に掲げる区分に定める課税額の５分の１の額とする。ただし、当該助成金

の額は、当該助成金を交付する年度の前年度の課税額に基づき算出する。 

３ 助成金は、交付の対象となる指定事業者が新設等をした事業所が当該新設等

をした事業所において事業を開始した後に当該事業所に対し本町が初めて課



す固定資産税の納期の属する年度の翌年度から交付を開始するものとし、交

付の期間は５年間とする。 

（変更申請等） 

第６条  指定事業者は、第３条第２項の申請に際し本町に届け出た事項（以下

「届出事項」という。）を変更しようとするときには、規則で定めるところ

により、町長に変更の申請をしなければならない。 

２  町長は、前項の申請があった場合においては、これを審査し、及び必要な

調査を行い、適当と認めるときには、変更を承認するものとする。 

３  町長は、前項の承認を行うときには、指定の際に付した条件を追加し、削

除し、又は変更することができる。 

（指定の取消し等） 

第７条  町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときに

は、指定を取り消すことができる。 

(1)新設等に係る工事への着手又は新設等を行った事業所における事業の開始

が当該指定に係る届出事項の期日から著しく遅延するとき。 

(2)第３条第１項本文に規定する指定事業者の要件に該当しなくなったとき。 

(3)第３条第１項ただし書に掲げる場合に該当することとなったとき。 

(4)事業所の事業の全部又は一部を廃止し、又は１年以上休止したとき。 

(5)指定を受けた事業所を、指定を受けた事業以外の用途に供したとき。 

(6)偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。 

２  町長は、前項の規定により指定を取り消したときには、当該指定事業者で

あった者に対し、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。 

（交付申請等） 

第８条  指定事業者は、助成金の交付を受けようとするときには、規則で定め

るところにより、町長に申請しなければならない。 

２  町長は、前項の申請があった場合においては、これを審査し、及び必要な

調査を行い、適当と認めるときには、助成金の交付を行うものとする。 



（報告及び立入調査） 

第９条  町長は、この条例に基づく助成金の交付をするために必要な範囲にお

いて、指定事業者に対して報告を求め、又は職員に当該事業所に立ち入り、

関係帳簿等を調査させ、若しくは関係人に質問させることができる。 

（地位の承継） 

第10条  合併、分割その他の事由により指定事業者の事業を引き継いだ事業者

が指定事業者の地位を承継しようとするときは、町長に申請しなければなら

ない。 

２  町長は、前項の申請があった場合においては、これを審査し、及び必要な

調査を行い、適当と認めるときには、指定事業者の地位の承継を承認するも

のとする。 

３  前項の承認を受けた事業者は、この条例に規定する指定事業者の権利及び

義務を承継する。 

（委任） 

第11条  この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

町長が規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１  この条例は、平成25年９月１日から施行する。 

（失効） 

２  この条例は、平成35年３月31日限り、その効力を失う。 

（失効に伴う経過措置） 

３  この条例の失効の日（以下「失効日」という。）以前に指定事業者の指定

を受けた事業者に対するこの条例の適用については、前項の規定にかかわら

ず、失効日以後においても、なおその効力を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第１（第５条関係） 

交  付  基  準 

区分 基準とする税目 

 

新設 

 

 

(1) 新築又は購入した建物に係る固定資産税 

(2) 新築又は購入した事業所の事業の用に供する償却資産に係る

固定資産税 

(3) 法人町民税 

 

増設 

新築又は購入した建物又は増築した建物の増築部分に係る固定資

産税 

 

改修 

 

(1) 新築又は改築した建物に係る固定資産税 

(2) 新築又は改築した事業所の事業の用に供する償却資産に係る

固定資産税 

 

 移転 

(1) 新築又は購入した建物に係る固定資産税 

(2) 新築又は購入した事業所の事業の用に供する償却資産に係る

固定資産税 

             

 


